
天保山客船ターミナル整備等PFI事業　実施方針（案）及び要求水準書（骨子案）に関する質問回答

ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
1 実施方針

（案）
1 1-(1)-⑤ 事業範囲につ

いて
①独立採算施設の設置を行わず、
ターミナルの整備と維持管理業務の
みを行う提案は可能でしょうか。
②既存ターミナル解体と新ターミナ
ル建設の期間中のターミナル機能は
継続して必要でしょうか。
③解体・新築期間中の仮設ターミナ
ル機能が必要な場合、設置・管理・
運営は貴市、事業者のどちらが行う
想定でしょうか。
④解体・新築期間中の仮設ターミナ
ル機能が必要な場合の要求水準があ
ればご教示いただけますでしょう
か。

①現時点では、独立採算施設の設置
を想定していますが、実施方針を公
表する時点でお示しします。
②ターミナル機能は継続して必要で
す。詳細は実施方針の公表時にお示
しします。
③④現時点では仮設ターミナル機能
の設置・管理・運営については、本
市が行うことを想定していますが、
実施方針を公表する時点でお示しし
ます。

2 実施方針
（案）

2 1-(1)-⑥ 独立採算施設 独立採算施設については、定期借地
権方式で敷地を市より借り受けた上
で独立採算事業として事業者自らが
行うものとされています。新ターミ
ナル施設と独立採算施設は合築（区
分所有）と考えられますが、分棟と
するケースも想定されますか。

現時点では、敷地条件等を勘案した
場合、合築することが効果的だと考
えていますが、事業者の提案によっ
て分棟としていただくことも可能と
考えています。詳細は、特定事業と
して選定した後に実施する事業者公
募時にお示しします。

1 / 13 ページ



ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
3 実施方針

（案）
2 1-(1)-⑥ 事業範囲や事

業方式以外の
提案があった
場合には、同
提案について
検討すること
について

貴市が新ターミナル施設の運営を行
う想定ですが、新ターミナル施設に
入出港がない不稼働日について、事
業者は新ターミナル施設を利用しな
いことに問題はないでしょうか。

新ターミナル施設への客船の入出港
がある稼働日については、客船の受
け入れで本市が利用する予定です。
不稼働日について、有償で事業者自
らが利用することについては問題あ
りません。
また、不稼働日に、事業者が新ター
ミナル施設を利用しないことも問題
はありません。

4 実施方針
（案）

2 1-(1)-⑥ 事業方式 独立採算施設は、要求水準書案4
ページ第2.5により、新ターミナル
施設と合築による整備が前提でしょ
うか。また、その場合、独立採算施
設は民間事業者側が区分所有するこ
とになりますか。

独立採算施設は、新ターミナル施設
との合築を想定しており、民間事業
者の区分所有となります。

5 実施方針
（案）

2 1-(1)-⑥ 事業方式 建物が一棟の場合でも敷地全体に民
間事業者が定期借地権を設定するの
でしょうか。
ＢＴＯの場合、市と民間事業者（独
立採算施設の所有者）が借地権の準
共有をするのでしょうか。

現時点では、公共所有床部分と民間
所有床部分での按分を行った上での
定期借地権設定を想定しています。
詳細については、特定事業として選
定した後に実施する事業者公募時に
お示しします。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
6 実施方針

（案）
2 1-(1)-⑥ 事業方式 建物が一棟でＢＯＴの場合、ＳＰＣ

と独立採算施設の所有者が建物を区
分所有するのでしょうか。
この場合でも、借地権者は独立採算
施設の所有者でしょうか。

現時点では、BOT方式の場合、新
ターミナル施設を所有するSPCが、
独立採算施設の所有権も保有するこ
とを想定しています。
なお、BOTの場合でも、新ターミナ
ル施設の床面積に相当する敷地は本
市がPFI法により事業者に無償貸与
する予定です。
詳細については、特定事業として選
定した後に実施する事業者公募時に
お示しします。

7 実施方針
（案）

3 1-(1)-⑦
-(ｳ)

独立採算施設 「～収益事業を行うことができま
す。」とありますが、独立採算施設
の整備・運営は必須と理解してよろ
しいでしょうか。

独立採算施設の整備・運営が必須か
否かは、対話を踏まえて決定し、実
施方針でお示しします。

8 実施方針
（案）

3 1-(1)-⑦
-(ｳ)

定期借地権料 定期借地権料の算定基準は市から提
示されると理解してよろしいでしょ
うか。

特定事業として選定した後に実施す
る事業者公募時にお示しします。

9 実施方針
（案）

3 1-(1)-⑦
-(ｳ)

定期借地権料 定期借地権料はいつごろご提示いた
だけますか。（できるだけ早く公表
いただきたいと思います。）

対話を踏まえ、特定事業として選定
した後に実施する事業者公募時にお
示しします。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
10 実施方針

（案）
3 1-(1)-⑨ 事業スケ

ジュール
定期借地の期間は何年でしょうか。 現時点では、建設期間及びその後の

30年間を予定しています。
詳細は、特定事業として選定した後
に実施する事業者公募時にお示しし
ます。

11 実施方針
（案）

3 1-(1)-⑩ 遵守すべき法
規制・適用基
準等について

今回の天保山客船ターミナル整備等
PFI事業と、別途貴市において進め
られている「築港・天保山まちづく
り計画」との関連性はどの程度あり
ますでしょうか。例えば、独立採算
施設の計画にあたり、どの程度考慮
する必要がありますでしょうか。

「築港・天保山まちづくり計画」
は、「水都大阪の玄関口として世界
にアピールする集客観光拠点」「ベ
イエリアの魅力あふれる訪れたいま
ち・住みたいまち」をめざす将来像
として、平成29年度までに策定する
予定です。
同計画において、現時点では「多言
語案内板の設置」などを検討してお
り、独立採算施設においても施設内
での同様の対応をお願いすることが
考えられます。

12 実施方針
（案）

3 1-(1)-⑪ 事業期間終了
時の措置につ
いて

独立採算施設の無償譲渡後に行われ
る施設の賃借を希望する事業者公募
において、PFI事業者へのインセン
ティブはありますでしょうか。

独立採算施設について、無償譲渡後
に行う施設の賃借に係るインセン
ティブの導入の是非を含め検討して
おり、詳細は特定事業として選定し
た後に実施する事業者公募時にお示
しします。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
13 実施方針

（案）
3 1-(1)-⑫ 事業期間終了

時の措置
独立採算施設の無償譲渡の引渡しの
状態はどのようにお考えですか。

現時点では、事業期間終了時におい
て、その後数か年の継続利用が可能
な状態での引渡しを想定していま
す。詳細については、特定事業とし
て選定した後に実施する事業者公募
時にお示しします。

14 実施方針
（案）

5 2-(1） 定期借地権料
について

定期借地権料が公募の評価対象とし
ない予定とのことですが、想定して
いる支払額はありますでしょうか。

対話を踏まえ、特定事業として選定
した後に実施する事業者公募時にお
示しします。

15 実施方針
（案）

5 2-(2） スケジュール
について

実施方針の公表後、特定事業の選定
及び公表に向けて民間事業者に対話
の予定はありますでしょうか。

実施方針の公表、特定事業選定後及
び公募公告後の対話については、今
後検討し、対話を行う場合は、ホー
ムページにてお示しします。

16 実施方針
（案）

7 2-(3)-③ 事業者対話の
実施について

対話への応募はグループでの応募は
可能でしょうか。

グループでの応募は可能です。

17 実施方針
（案）

7 2-(3)-③ 事業者対話の
実施について

対話時と事業応募時のグループは異
なっても良いのでしょうか。

対話時と公募時のグループが異なっ
ても構いません。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
18 実施方針

（案）
7 2-(3)-③ 事業者対話の

申込方法につ
いて

申込書の提出形式がMicrosoft
Excelとなっていますが、貴市のHP
上にある事前対話申込書はWord形式
です。参加申込書に押印欄があるた
めExcel、WordではなくPDF形式で送
信しても構わないでしょうか。

PDF形式で送信してください。

19 実施方針
（案）

7 2-(3)-③ 事業者対話実
施の提出資料
について

事業者対話の申込時に必要となる提
案資料について、その内容や提出枚
数、体裁に決まりはあるのでしょう
か。想定があるのであればご教示お
願いします。

体裁等は任意です。

20 実施方針
（案）

9 2-(4)-④
-(ｲ)

「本施設の施
工業務」を行
う構成企業の
要件

a平成28･29年度大阪市入札参加資格
者として、建設の業種で登録がある
こと。とありますが、28年度29年度
いずれも登録が必要ということで
しょうか。　また、「建設」の業種
とありますが、土木・建築・舗装
等、いずれかの登録があればよいと
いうことでしょうか。

本市では、平成29年度に事業者公募
を行う予定です。したがいまして、
遅くとも、提案書の提出までに「大
阪市入札参加資格者」の登録をして
いただく必要があります。
また、本施設の施工業務に必要な種
目は、「建設」の業種のうち「建築
一式工事」です。
上記の旨を実施方針でお示ししま
す。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
21 実施方針

（案）
10 2-(4)-④ 参加資格要件 設計業務、施工業務、工事監理業務

以外の業務を遂行する構成企業につ
いて④の参加資格要件は不要という
ことでよろしいでしょうか。

現時点では、ご質問のとおりと考え
ていますが、詳細は、特定事業とし
て選定した後に実施する事業者公募
時にお示しします。

22 実施方針
（案）

12 2-(5)-① 検討会議につ
いて

5名いる検討会議の委員のうち、ど
なたが座長、座長代理となるので
しょうか。

座長、座長代理につきましては、本
市PFI事業検討会議のホームページ
をご確認ください。
(参考URL)
http://www.city.osaka.lg.jp/shis
eikaikakushitsu/page/0000307983.
html

23 実施方針
（案）

12 2-(5)-③ 審査の内容に
ついて

公募段階において審査基準と配点内
容を明記した資料はいただけますで
しょうか。

特定事業として選定した後に実施す
る事業者公募時に、事業者選定基準
としてお示しする予定です。

24 実施方針
（案）

12 2-(5)-④ 事業提案審査
について

p.5のスケジュールにおいて、事業
提案審査の際にプレゼンテーション
及びヒアリングを実施と記載されて
いますが、プレゼンテーションは検
討会議と貴市のどちらに行うので
しょうか。また、ヒアリングは検討
会議と貴市のどちらから行われるの
でしょうか。

プレゼンテーション及びヒアリング
とも、本市に行っていただく予定で
す。詳細については、特定事業とし
て選定した後に実施する事業者公募
時にお示しします。

25 実施方針
（案）

13 1-(7) 特別目的会社
に関する取り
扱い

特別目的会社の設置は必須条件で
しょうか。

PFI事業の趣旨を踏まえ現時点では
SPCの設立は必須と考えています。
ただし、独立採算事業の効果的な実
施をしていただく観点等も踏まえて
検討し、特定事業として選定した後
に実施する事業者公募時にお示しし
ます。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
26 実施方針

（案）
14 3-(3） 契約保証金の

納付
ウ　履行保証保険付保等による保証
措置が認められています。維持管理
業務の履行保証保険は、維持管理期
間一括では保険会社が引受けできま
せんので、年度更新で可とする方向
でご検討いただけますでしょうか。

ご指摘の趣旨を踏まえ検討し、特定
事業として選定した後に実施する事
業者公募時にお示しします。

27 実施方針
（案）

14 3-(3) 契約時の保証
金について

契約時の保証金は必要でしょうか。 契約保証金の納付、あるいは履行保
証保険への加入をお願いします。

28 実施方針
（案）

16 4-(1) 施設の概要に
ついて

用途地域は準工業地域ですが、独立
採算施設の用途に制限はありますで
しょうか。
　例：パチンコ、キャバレー

本件地は、現在、「大阪港臨港地区
の分区における構築物の規制に関す
る条例」の「商港区」に該当しま
す。
今後、「修景厚生港区」への変更を
予定しており、独立採算施設の用途
が制限されます。
修景厚生港区において、建築可能な
施設は、防波堤等の外郭施設、岸壁
等の係留施設、道路等の臨港交通施
設、航路標識等の航行補助施設、旅
客乗降施設及び図書館・博物館等の
業務施設、税関・検疫所等の官公署
の事務所、旅館・ホテル・飲食店・
遊技場等の便益施設などとなりま
す。
パチンコは、上記の遊技場に含まれ
ますがキャバレーは含まれませんの
で制限されます。
詳細については、大阪港臨港地区の
分区における構築物の規制に関する
条例をご参照ください。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
29 実施方針

（案）
16 4-(1) 施設の概要に

ついて
施設設置想定場所と岸壁の範囲がわ
かる敷地図等をいただけますでしょ
うか。

資料①のとおりです。

30 実施方針
（案）

16 4-(1) 施設の所有区
分について

天保山マーケットプレイスから既存
ターミナル施設に至るボーディング
ブリッジの所有区分がわかる資料等
をいただけますでしょうか。

マーケットプレイスから既存ターミ
ナル施設に至る渡り橋は、本市所有
となります。
詳細については、資料②をご参照く
ださい。

31 実施方針
（案）

16 4-(1) 岸壁上の工作
物の設置につ
いて

現地説明会にて岸壁上は海上工作物
の設置は可能とお聞きしました。岸
壁における海上工作物の設置基準等
はありますでしょうか。

国土交通省港湾局監修の「港湾の施
設の技術上の基準・同解説（平成19
年7月）」を参考としてください。

32 実施方針
（案）

16 4-(1) 主要な事業条
件の概要につ
いて

独立採算施設計画においてその利用
を促進するため新ターミナル施設の
周辺に植栽やイルミネーションなど
を設置する場合は、独立採算施計画
に盛り込むよう記載されています
が、大阪市みどりのまちづくり条例
に基づく建築物の緑化等に準じて緑
化を行う場合は新ターミナル整備計
画に盛り込んでよろしいでしょう
か。

緑化については、「大阪市みどりの
まちづくり条例」と「大阪府自然環
境保全条例」に基づき整備する必要
があります。
上記の条例に定められた緑化面積に
ついては、新ターミナル部分（市所
有）と独立採算施設（民間所有）と
の面積按分に応じた費用区分を想定
していますので、面積按分に応じた
ものを新ターミナル整備計画に盛り
込んでください。
なお、上記の条例に定められた緑化
面積を超える緑化を検討しておられ
る場合は、独立採算施設として計画
に盛り込んでください。
詳細については、特定事業として選
定した後に実施する事業者公募時に
お示しします。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
33 実施方針

（案）
19 7-(2) 無利子貸付 無利子融資の貸付実行時期はどのタ

イミングでしょうか。（事業契約
時、設計着手時、着工時等）また、
一括貸付となりますか。

新ターミナル施設の建設工事着手時
に建設費用の4割を限度として前払
い金の請求が可能です。
前払い金を請求された場合は、残り
の建設費用は完成時の請求となりま
す。

34 実施方針
（案）

19 7-(2) 無利子貸付 対象施設は新ターミナル及びこれと
付帯する駐車場等であり、独立採算
施設及び独立採算施設と付帯する駐
車場等は対象でないという理解でよ
ろしいでしょうか。

対象施設は新ターミナルとこれと付
帯する駐車場のみとなります。

35 実施方針
（案）

別紙1-1 No.11 社会リスクの
住民対応リス
クについて

事業の実施に関する住民対応リスク
は、リスク分担表上は貴市にありま
すが、実際に地元協議を実施された
ことはありますでしょうか。

現時点では、地元協議は行なってお
りません。

36 実施方針
（案）

別紙1-1 No.11 社会リスクの
住民対応リス
クについて

今までに出されている意見や要望は
ありますでしょうか。

今までに出された意見や要望はあり
ません。
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ID 資料名 頁/様式 該当箇所 タイトル 質問内容 回答
37 実施方針

（案）
別紙1-1 No.19 物価変動リス

ク
設計･建設段階の物価変動（本施設
の整備に関するもの）は事業者がリ
スクを負担することとされています
が、建設物価が短期間に著しく変動
している状況を踏まえ、本事業にお
いても「公共工事標準請負契約約
款」第25条（スライド条項）を採用
していただくことが適切なリスク分
担と考えます。
スライド条項を採用する方向でご検
討いただけますでしょうか。

ご指摘の趣旨を踏まえ検討し、特定
事業として選定した後に実施する事
業者公募時にお示しします。

38 実施方針
（案）

別紙1-1 No.23、
26

貴市が参考と
して提示する
図書について

リスク分担表(案)に貴市が参考とし
て提示する計画図書等の不備のリス
ク分担は事業者側となっています
が、貴市が参考として提示する計画
図書等とは具体的にどういった内容
のものでしょうか。

現時点で、参考提示する図書等の内
容は未確定ですが、例えば過年度に
行った施設の改修工事完成図書等を
想定しています。

39 要求水準書
(骨子案)

2 第2-2-
(1)

計画地条件 市の想定として、独立採算施設とし
て確保可能な床面積はどのぐらいで
しょうか。

現時点での独立採算施設として確保
可能な床面積の規模は、敷地面積か
らすると、13,000㎡程度と想定して
います。

40 要求水準書
(骨子案)

2 第2-2-
(2)

入出国体制の
確立について

CIQ手続きのブースにおいて行う作
業内容を教えてください。

入出国審査、税関検査、検疫検査の
作業となります。
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41 要求水準書

(骨子案)
2 第2-2-

(2)
入出国体制の
確立について

現状での使用の様子がわかる配置
図、写真等資料がありましたら、ご
提示いただけますでしょうか。

資料③のとおりです。

42 要求水準書
(骨子案)

3 第2-3-
(1)

桟橋について 記載されている桟橋は実施方針(案)
で7,400㎡と記載されていた岸壁と
同じものと考えてよろしいでしょう
か。別のものである場合、桟橋の範
囲がわかる資料等をいただけますで
しょうか。

実施方針（案）で7,400㎡と記載し
たものと同じです。

43 要求水準書
(骨子案)

4 第2-5 大阪港防潮扉
集中管理シス
テム端末につ
いて

端末の設置基準があれば教えていた
だけますでしょうか。

大阪港防潮扉集中管理システム端末
は、本市にて移設工事を行うもので
す。

44 要求水準書
(骨子案)

6 第2-7-
(2)

アスベスト含
有建物材料に
ついて

アスベスト含有建物材料が使われて
いる範囲がわかる資料等をいただけ
ますでしょうか。

アスベスト含有建物材料が使われて
いる範囲について、現時点で把握し
ているものを実施方針の公表の際
に、合わせて資料としてお示ししま
す。
また、その後アスベスト含有建物材
料が使われている範囲を新たに把握
した場合には、特定事業として選定
した後に実施する事業者公募時にお
示しします。
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45 要求水準書

(骨子案)
6 第2-7-

(2)
アスベスト含
有建物材料に
ついて

確認されている成形板以外でアスベ
ストが発見された場合、工事費と工
期に大きくに影響する可能性があり
ます。その場合の、リスク分担はリ
スク分担表のNo.32に含まれると判
断してよろしいでしょうか。

詳細を検討し、実施方針を公表する
時点でお示しします。

46 要求水準書
(骨子案)

15 第4 民間収益施設
の用途につい
て

民間収益施設として想定される用途
として宿泊施設が記載されています
が、宿泊施設が想定される理由をご
教示ください。

本市が、昨年度に実施した民間需要
調査の結果において「宿泊施設の需
要」を確認できたことから想定して
います。
ただし、独立採算施設の内容につい
ては、現時点で宿泊施設に限定した
ものではなく、民間事業者のご提案
によるものと考えています。

13 / 13 ページ


